
 

議

案

第

百

七

号 

 
 

 

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

の

学

級

の

編

制

、

職

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

 
 

 
 

 
 

 
定

め

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

七

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

の

学

級

の

編

制

、

職

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

 
 

 
 

 
 

 

定

め

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

（

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

の

学

級

の

編

制

、

職

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

一

条 

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

の

学

級

の

編

制

、

職

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

令

和

二

年

港

区

条

例

第

五

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

八

条

中

「

児

童

福

祉

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。 

（

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

以

外

の

認

定

こ

ど

も

園

の

認

定

の

要

件

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 



 

第

二

条 

港

区

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

以

外

の

認

定

こ

ど

も

園

の

認

定

の

要

件

を

定

め

る

条

例

（

令

和

二

年

港

区

条

例

第

五

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

条

中

「

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

第

三

十

三

条

の

十

第

一

項

各

号

（

幼

稚

園

型

認

定

こ

ど

も

園

の

職

員

に

あ

っ

て

は

、

学

校

教

育

法

第

二

十

八

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

）

」

に

改

め

る

。 

（

港

区

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

三

条 

港

区

乳

児

等

通

園

支

援

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

令

和

七

年

港

区

条

例

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

十

四

条

中

「

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

第

三

十

三

条

の

十

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。

 

（

港

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

四

条 

港

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

 

平

成

二

十

六

年

港

区

条

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

三

条

第

三

項

中

「

又

は

市

町

村

（

以

下

「

区

市

町

村

」

と

い

う

。

）

」

を

「

、

市

町

村

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

五

条

中

「

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

第

三

十

三

条

の

十

第

一

項

各

号

（

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

で

あ

る

特

定

教

育

・

保

育

施

設

の

職

員

に

あ

っ

て

は

認

定

こ

ど

も

園

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

、

幼

稚

園

で

あ

る

特

定

教

育

・

保

育

施

設

の

職

員

に

あ

っ

て

は

学

校

教

育

法

第

二

十

八

条

第

二

項

に

お

い



 

て

準

用

す

る

認

定

こ

ど

も

園

法

第

二

十

七

条

の

二

第

一

項

各

号

）

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

五

十

三

条

第

六

項

中

「

「

行

わ

な

い

」

と

」

の

下

に

「

、

「

交

付

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

得

る

」

と

、

第

三

項

中

「

前

項

各

号

」

と

あ

る

の

は

「

第

六

項

に

お

い

て

準

用

す

る

前

項

各

号

」

と

」

を

、

「

第

五

項

中

 

の

下

に

「

「

前

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

六

項

に

お

い

て

準

用

す

る

前

項

」

と

、

」

を

加

え

る

。

 

（

港

区

放

課

後

児

童

健

全

育

成

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

五

条 

港

区

放

課

後

児

童

健

全

育

成

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

港

区

条

例

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

二

条

中

「

第

三

十

三

条

の

十

各

号

」

を

「

第

三

十

三

条

の

十

第

一

項

各

号

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

児

童

福

祉

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

七

年

法

律

第

二

十

九

号

）

の

施

行

に

よ

る

児

童

福

祉

法

（

 

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

等

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

条

例

で

引

用

し

て

い

る

条

項

番

号

の

変

更

等

を

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

」 


